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分野 産業・教育・文化

政策 心身ともに健やかな子どもの育成

施策名
部課名
課長名

施策No学校保健の推進 03-10
内線

教育委員会事務局学務課
青山　敏郎 3330

指標に関する説明

小中学校・幼稚園における児童生徒・幼児の健康保持及び安全管理を確保し、学校教育の円滑な実
施に資する。

○　就学時健康診断、学校医・学校歯科医・学校薬剤師の配置、児童生徒健康診断は学校保健法に
　より、教育委員会に実施義務が課せられている事業である。学校で把握した情報については、適
　宜、保護者と連携して、適切な対応を講じる必要がある。

子どもの健康診断における健康状態の把握に加え、健康づくり部門とも連携を図りながら、学齢期
における子どもの健康づくりに取り組んでいく。
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-

施策の成果とする指標名
指標の推移

平成16年度平成17年度平成18年度
目標値

(28年度)
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各種健診受診率

12歳における平均う歯数

98.29%

-

学校保健委員会設置率 87.88%

施策の優先度 優先度についての説明・意見等

Ｃ

児童・生徒が生活の多くを過ごす学校における保健活動の役割は重
要である。法に定める学校設置者としての責任を果たすとともに、
生涯にわたる健康の基盤づくりを推進するうえで、必要な施策であ
る。

関連部課名

1.46本

87.88% 87.88% 100%

各種健診受診者数／対象者数

（未処置歯本数＋喪失歯本数
＋処置歯本数）／受診者数
学校保健委員会設置校／３３
校

1本
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127,399 129,395合　計

1,436

Ｃ

Ａ

Ｂ

学校保健委員会の上部組織とし
ての役割が期待されており、引
き続き補助を継続する必要があ
る。

教育活動における負傷に伴う医
療費の保護者負担を軽減するも
のであり継続する必要がある。

目黒区興津健康学園の入園に伴
う目黒区との協定に基づく負担
金であり、継続する必要があ
る。

78,506 79,645 Ｃ

20,483 19,479

12-03-27

3,547 Ｃ

350

8,647

1,345

9,479

350

9,472

平成17年度
事務事業No

12-03-26

嘱託医報酬

学校保健管理費 12-03-23

う歯予防対策 12-03-25

児童生徒健康診断 12-03-24

12-03-22

施策を構成する事務事業の優先度

学校保健会補助

就学児健康診断

興津健康学園

学校健康会費

事務事業名
決算額（千円）

学校保健法第６条により実施す
る義務がある。

Ｃ

12-03-03

優先度についての説明・意見等
施策推進の
ための優先

度

学校保健法第４条により実施す
る義務がある。

学校保健法第１６条により設置
する義務がある。

3,53912-03-02

平成16年度

5,050 4,443 Ｂ

学校で検討している歯磨きの試
行状況を踏まえつつ、歯科保健
を推進するため、今後も継続し
ていく必要がある。

11,023 Ｂ
児童生徒・幼児の体調不良や負
傷に対応する保健室の運営費用
であり、優先度は高い。


